
地域気候変動適応計画の

目的と考え方

2020年7月～8月

国立研究開発法人 国立環境研究所
気候変動適応センター



CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLATFORM

発表の流れ
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１．政府の気候変動適応

２．地⽅公共団体の気候変動適応

３．地域気候変動適応計画
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⽇本の適応に関する法律
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• 2018年12⽉1⽇に気候変動適応法が施⾏され、国、地⽅公共団体、⺠間
企業、国⺠などそれぞれの役割が定められている

出典︓環境省 気候変動適応法について (https://www.gef.or.jp/wp-content/uploads/2019/02/22_ooi.pdf)

1. 政府の気候変動適応
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気候変動適応に関する施策の基本的⽅向
1. 政府の気候変動適応
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気候変動適応推進の流れ
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1. 政府の気候変動適応
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全国の適応を推進する拠点
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気候変動適応センター
• 気候変動影響及び適応に関する情報の収集・整理・分析・提供
• 地⽅公共団体や地域気候変動適応センターにおける気候変動適応に関する

取り組みに対する技術的助⾔
⇒⼀体的に実施するための拠点として、気候変動適応センターが設⽴

出典︓環境省 地域気候変動適応計画策定マニュアル ー⼿順編ー（http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html）
（図）環境省資料(https://www.gef.or.jp/wp-content/uploads/2019/02/22_ooi.pdf)

1. 政府の気候変動適応
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気候変動適応に関する情報基盤（A-PLAT）
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• 地域や事業者、個⼈の適応の取り組みを促進する基盤として整備
• 気候変動の影響や適応に関する情報や統計データ、普及啓発資料の

提供など様々なコンテンツが充実

◇地域の適応促進を⽀援

地域情報や⾒やすいグラフ群

◇トップページ

多彩な⼊り⼝ https://adaptation-platform.nies.go.jp/index.html
「気候変動適応情報プラットフォーム」ホームページ

1. 政府の気候変動適応
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地域の⾃然的経済的
社会的状況に応じた
気候変動適応の推進

• 地域適応計画の策定・実施
• 各分野における気候変動適応に関する施策の推進
• 関連する施策への気候変動適応の組み込み
• 市町村における地域適応計画の策定及び実施の促進
• 市町村に対する技術的助⾔

地域における関係者の
気候変動適応の促進

• 施策や取組事例等に関する情報の提供
• 地域における事業者、住⺠等の多様な関係者の理解醸成・

取組促進
• 広域協議会への参画等を通じた広域的連携
• 地域における気候変動適応の効果的な推進

地域における科学的知⾒の
充実・活⽤

• 地域センターの確保
• 地域における科学的知⾒の充実及び施策への活⽤

気候変動適応法 第四条での位置づけ︓

• 地⽅公共団体は、その区域における⾃然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する
施策を推進するよう努めるものとする。

• 地⽅公共団体は、その区域における事業者等の気候変動適応及び気候変動適応に資する事業
活動の促進を図るため、施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

地⽅公共団体の気候変動適応とは
２. 地⽅公共団体の気候変動適応
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気候変動適応法による地域における適応の推進
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２. 地⽅公共団体の気候変動適応

• 各都道府県・市町村にて「地域気候変動適応計画」を策定
• 地域の情報拠点「地域気候変動適応センター」を設置
• 地域ごとに「気候変動適応広域協議会」を開催

地域における関係者の連携をさらに強化し、地域レベルで幅広い関係者が連携・協⼒して
気候変動適応を推進していくため、全国７ブロックで気候変動適応広域協議会を開催

地域に根ざした適応の本格化
気候変動影響は、地域の地形や社会経済状況などによって様々

地域の特徴に応じたきめ細やかな適応の推進が不可⽋
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地域の適応を推進する拠点

10出典︓環境省 地域気候変動適応計画策定マニュアル ー⼿順編ー（http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html）
（図）環境省資料(https://www.gef.or.jp/wp-content/uploads/2019/02/22_ooi.pdf)

地域気候変動適応センター
• 地域における気候変動適応を推進するために必要な、影響及び適応に関する

情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術的助⾔を⾏う拠点

２. 地⽅公共団体の気候変動適応
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適応法に基づく地域気候変動適応センター設置状況
2020年7⽉15⽇現在で24⾃治体（1府21県2市）で地域気候変動適応センターを設置
その他、多くの都道府県で設置に向けて検討中

２. 地⽅公共団体の気候変動適応
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適応法に基づく地域気候変動適応センター設置状況
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（2020年7⽉15⽇現在）

２. 地⽅公共団体の気候変動適応
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地域気候変動適応計画とは
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⽬的と意義
• 科学的な知⾒に基づき、中⻑期的な視点で計画的な対策を進めること
• 地域における優先事項を明確化し、適応を効果的・効率的に推進していくこと
• 地域の適応を推進する上での統⼀した考え⽅や⽅向性を提⽰すること

策定の主体 • 都道府県及び市町村が、それぞれ単独で策定する。
• 共通の気候変動影響が想定される複数の都道府県・市町村が共同して策定する。

対象範囲
• 原則として、策定を⾏う都道府県及び市町村の区域。
• 区域を超えた適応策が必要となる場合は、関係する他の都道府県及び市町村や

国等の関係者と⼗分に連携・協⼒しながら策定する。

形式 • 独⽴した計画として策定する。
• 地球温暖化対策実⾏計画や環境基本計画等関連する計画の⼀部に組み込む。

位置付け • 「適応法第 12 条に基づく地域気候変動適応計画」であることを計画⾃体に明記
するなど、それぞれの状況に応じてしかるべき対応を実施する。

影響評価と
計画⾒直し

• 最新の科学的知⾒を収集して、定期的に気候変動影響評価を実施する。
• 影響評価に基づいて地域適応計画の⾒直しを実施する。

気候変動適応法 第⼗⼆条での位置づけ︓

都道府県及び市町村は、その区域における⾃然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関す
る施策の推進を図るため、単独で⼜は共同して、気候変動適応計画を勘案し、地域気候変動適応計
画（その区域における⾃然的経済的社会的状況に応じた気候変動適応に関する計画をいう。）を策
定するよう努めるものとする。

３. 地域気候変動適応計画
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地域適応計画の構成
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項 ⽬ 地域適応計画に記載する内容

計画における基本的な事項

・⽅針や⽬標
・実施体制
・計画期間、⾒直し時期
・進捗確認の⽅法

区域の特徴
・地理的条件
・社会経済状況
・気候の特徴

気候変動影響に関する情報

・これまでに⽣じた気象災害
・顕在化している気候変動影響
・将来の気候変動影響に関する予測
・気候変動影響評価結果

適応策に関する情報 ・区域で優先的に取り組む施策
・各分野の具体的な適応策

３. 地域気候変動適応計画
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適応法に基づく地域適応計画の策定状況
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３. 地域気候変動適応計画

仙台市

川崎市

横須賀市

堺市

2020年6⽉1⽇現在で44⾃治体(1道1府19県、10政令市、13市)
が地域気候変動適応計画を策定※気候変動適応情報プラットフォーム調べ

地域気候変動適応計画
• 気候変動の影響は地域により異なるため、地域

の実情に応じた適応の取組をすることが重要
• 地域の実情に応じた適応の取組を実施するため、

地域気候変動適応計画を策定

名古屋市

佐賀市

福岡市

尼崎市

横浜市

島⽥市

広島市

下関市

静岡市

⽇光市

新潟市

⼋王⼦市

相模原市

那須塩原市

柏市

富⼭市

春⽇井市

福⼭市

豊川市
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適応法に基づく地域適応計画の策定状況
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（2020年６⽉1⽇現在）

策定の形式 都道府県 政令市 市町村

適応計画単独 ６ ０ １

温対計画等
の⼀部 １５ １０ 1２

計画策定時期 都道府
県 政令市 市町村

平成27年度 1 ２ 1
平成28年度 6 2 0
平成29年度 5 3 0
平成30年度 ２ 1 ４
令和元年度 7 ２ 8

気候変動適応情報プラットフォームの情報を元に作成
http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/lets/local_list_plan.html

３. 地域気候変動適応計画
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地域気候変動適応計画策定/変更の流れ

地域適応計画を作るには

17出典︓ 環境省 地域気候変動適応計画策定マニュアル ー⼿順編ー (http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html)

○ ⼿順編
標準的な⼿順に沿って、情報収集の
⽅法や記載内容等について解説
○ ひな形編
⼿順編に沿って収集した情報をひな
形(Word)に記載すると、計画の素案
の作成が可能
○ 情報整理シート
⼿順編では、気候変動影響や適応に
ついての情報を情報整理シート
（Excel）で整理

地域気候変動適応計画
策定マニュアル

３. 地域気候変動適応計画
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気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）
３. 地域気候変動適応計画

https://adaptation-platform.nies.go.jp/
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過去から現在までの気象観測データ
過去から現在に⾄る気象変化の傾向を把握できるように、地⽅公共団体ごとの気象観測データを提供

19気象庁の協⼒を得てグラフを整備、掲載

東京 横浜

３. 地域気候変動適応計画



都道府県別の気候と気候変動による影響の予測．
平成29年３⽉31⽇にWebGIS版を公開

「環境省環境研究総合推進費S-8 温暖化影響評価・適応
政策に関する総合的研究」 における研究成果に基づく

CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLATFORM

全国・都道府県情報 (WebGIS)

20

選択可能な分野︓
「気候」「農業」
「⽔環境」「⾃然⽣態系」
「⾃然災害」「健康」

 「コメ収量（品質重視）」
 MIROC5
 RCP2.6とRCP8.5
 21世紀末

RCP2.6（厳しく温暖化対策を実施） RCP8.5（ほぼ温暖化対策を実施せず）

３. 地域気候変動適応計画
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⻘森県における将来の熱中症搬送者数予測（MIROC5）

RCP2.6（厳しく温暖化対策を実施）

RCP8.5

出典；気候変動適応情報プラットフォーム「将来予測、影響評価に関する研究成果」
https://a-plat.nies.go.jp/webgis/index.htm

（基準期間︓1981-2000年との⽐較）
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熱中症搬送者数は増加傾向

 厳しく温暖化対策を実施
・21世紀半ば︓1.8倍
・21世紀末︓1.9倍

 ほぼ温暖化対策を実施せず
・21世紀半ば︓2.0倍
・21世紀末︓4.7倍

21世紀半ば 21世紀末

RCP8.5（ほぼ温暖化対策を実施せず）



⾏政⽂書から、地域・事業者の適応策、研究論⽂、
e-ラーニング、イベント情報まで

⾏政担当者、研究者、事業者にも役⽴つ情報満載

３. 地域気候変動適応計画
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まとめ
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地域のことは地域が主体的に進めなければ実情にあった
効果的な取組とはなりません。技術的に難しいところは何
でも国⽴環境研究所にご相談ください。

地域気候変動適応計画が必要なことは分かったが…。
• 適応策を考えるのには、影響予測もいるし難しい話で

対応できる⼈材もいない。
• 地域で取り組むのは困難では︖

• その地域の詳細な状況、地域が⼤事にしていること、必要なことは、その地域の⽅で
なければわかりません。

• 計画し取組を進めていくうえでは、地域の状況に合わせて、様々な視点から取り組
まないと効果がでませんので、地域の主体的な取り組みが重要です。

• 適応策の検討・実施に必要な知識や情報は国⽴環境研究所がサポートします。
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気候変動により、影響が⽣じる・⽣じる可能性があると考えられる
７つの分野について、30の⼤項⽬と56の⼩項⽬に整理
⇒気候変動の影響について、重⼤性、緊急性、確信度の観点から評価

出典︓環境省 気候変動適応計画（http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html）

⑤健康 ⑥産業・経済活動

①農業・林業・
⽔産業 ②⽔環境・⽔資源 ➂⾃然⽣態系 ④⾃然災害・沿岸域

⑦国⺠⽣活・都市⽣活

参考︓気候変動影響評価報告書（2015年3⽉）
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参考︓アジア太平洋地域への国際的な貢献（AP-PLAT）
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• AP-PLAT ︓アジア太平洋地域の途上国における適応計画の策定・実施を⽀援する情報基盤
（G20閣僚会合に合わせ、2019年6⽉16⽇に本格公開）

• AP-PLAT が担う３つの主な機能
１．情報基盤整備︓ 気候変動や影響予測に関する科学的データの提供
２．⽀援ツール︓ 簡易モデル、リスクマップ、優良事例等による適応⽀援
３．⼈材育成︓ 関係者との協働でのデータセット開発、専⾨家派遣

アジア太平洋地域

環境省
⼆国間協⼒事業

適応ビジネス

国家適応計画

気候リスク情報気候リスク情報

気候変動に関す
る科学的情報

アジア開発銀⾏
（ADB）が作成した
適応情報プラットフォーム
との情報共有

適応計画の策定

適応策の実装

適応に関するキャパビル

AP-PLAT⽴ち上げ表明式
（2019/6/16, G20 ⻑野県）


